
  

 

 

 

 

 

 

 

 

◇  県内一斉冬季少年補導を実施しました ◇  
県内一斉冬季少年補導は、非行の芽が生まれやすい冬休みを迎えるにあたり、非行未然防止と市

民意識の高揚を図るため、毎年12月に、市内全域一斉に実施しています。 

今年度は12月23日（火）に、静岡中央会場を中心に各地域（葵区・駿河区）、各地区（清水

区）で実施しました。静岡中央会場では、繁華街を中心に青少年が集まりそうな商業施設や公園な

ど6つのコースに分かれて巡回しました。 

また、12月15日（月）には、清水秋葉山大祭時にも補導活動を実施しました。 

静岡中央会場の補導集計結果では、高校生への挨拶や帰宅の声かけ件数が、男子116件、女子

143件と去年と同様に多かったです。小中学生は 36件でした。自転車の交通安全指導では、高校

生男子の無灯火１件、スクランブル歩車分離２件でした。 

今回の補導活動に参加してくださった皆様、ご協力いただきありがとうございました。 

＜実施後の報告会の様子（静岡会場）＞        ＜清水秋大祭補導活動：警察との情報交換＞ 
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◆ 自転車はルールを守って安全運転  ◆ 

昨年 11月に道路交通法が改正され、自転車の「酒気帯び運転」と自転車走行中のスマートフ

ォン操作などの「ながら運転」について罰則が強化されました。しかし、補導活動を実施してい

ると、これ以外にも、危険な自転車走行を見かけます。例えば、並進走行やスクランブル交差点

内の歩行者の通行を妨げる走行などです。補導活動中に見かけて注意すると、大半の方が素直

に改めてくださいます。補導委員の方から、「これが静岡市の素晴らしいところ」と感想が聞か

れるほどです。それと同時に、「ルールを知らなかったり忘れてしまったりしている成人や高校

生が多いことに驚く」との感想も聞かれます。そこで、自転車走行について確認します。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スクランブル交差点では、歩行者用信号が青の時は、自転車での走行はできません。「自

転車を降りて押して歩く」ことが求められます。   

自転車は左側通行、車道が原則。歩道は例外で歩行者を優先！ 

 

道路交通法上、自転車は軽車両

と位置付けられていますので、自

動車と同じ車道通行が原則です。

自転車が車道を通行するときは、

自動車と同じ左側通行です。道路

の中央から左側部分の左端を走

行します。 

歩道を通行するのは例外です。

「普通自転車歩道走行通行可」の

標識があるときや 13歳未満の子

供や 70歳以上の高齢者、身体の

不自由な人が自転車を運転してい

るときなどは、例外として歩道を

通行できます。 

自転車が歩道を通行する場合

は車道寄りを徐行し、歩行者の通

行を妨げるような場合は一時停止

しなければなりません。 

（警視庁交通総務課交通安全対策

第二係HP抜粋）  


